
屋外

開放販売
不可

テント
（屋根要）

分類 業種 許可条件 食品例

Ａ 許可
飲食店営
業 なし

その場で食べる
揚げ物、煮物、米飯類、調理パン、ア

ルコールなど
〇 〇 〇 〇※3 ×

Ａ 許可
菓子製造
業

なし
クレープ、チュロス、パン、ケーキな

ど、
〇 〇 〇※２ ×

C 許可
魚介類
販売業

なし
（調理あり）

鮮魚介類など 〇 〇 〇※２ 〇※3 ×

D 許可
食肉
販売業

なし
（調理あり）

食肉など 〇 〇 〇※２ × ×

Ｈ 許可

屋台・露店
での飲食
店
営業

加熱及び非加
熱食品のうち１
品目及び飲料
に限る

加熱調理食品(調理工程が簡単なも
の)１品＋飲料
あるいは

非加熱調理食品(かき氷等）１品＋飲
料

１日１品目

〇

給水タンク
直結
蛇口付
シンク１槽
以上

蛇口付き
18㍑

ポリタンク
１個以上

給水タンク
直結

蛇口付き
18㍑

ポリタンク
１個以上（洗浄
設備と兼用可）

手指
消毒薬

手指
消毒薬

排水タンク
直結

タンク・
バケツ

冷蔵庫・
冷凍庫

クーラーボック
ス

温度計 温度計

収納ケース 収納ケース

フタ付
ゴミ箱

フタ付
ゴミ箱

＜Ａ～Dのみ＞水道直結シンク１槽以上
　　　　　　　（蛇口付）

　

手指消毒薬

下水道直結

洗浄設備

※3　給水タンクの容量により取り扱える食品が異なります。

フタ付ゴミ箱

薬品庫（殺虫剤・洗剤）

※１　完全区画とは、作業場の境界が天井から床まで間仕切りされて密閉された構造になっているものをいう。

（間仕切りとは壁、戸、固定したパーテーション、閉鎖できる窓や出入り口等をいう。）

※２　客席、客待ち場に面している場合のみ可

再汚染を防止できる構造（蛇口）であること

自動車 屋台・露店

自動車で調
理したもの
は、当該車で
のみ販売す
ること

複数品目を
取り扱う際
は、その品目
分設備を用
意すること

幕張メッセ・屋内

期間限定固定店舗

プレハブ・
コンテナ等

天井が高い場合・
天井が不適合材質
の場合は天幕が必要

パーテーション要

カウンター
区画可

施設の形態

完全区画※１ 完全区画

必
要
な
設
備

手洗い設備

排水設備

食品保管設備

収納ケース

フタ付ゴミ箱

冷蔵庫・冷凍庫

温度計

水道直結
36㎝×28cm以上の手洗い器

施設の構造・特記事

取扱食品例と業種での


